
 

千葉市議会規則第   号  

千葉市議会会議規則の一部を改正する規則  

千葉市議会会議規則（昭和４２年千葉市議会規則第１号）の一部を次

のように改正する。  

第２条中「附け」を「付け」に改める。  

第３条第４項中「附ける」を「付ける」に改める。  

第１３条中「附け」を「付け」に改め、同条に次の１項を加える。  

２  委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を

付け、委員長が議長に提出しなければならない。  

第１８条第２項中「はかって」を「諮って」に改め、同条に次の１項

を加える。  

３  委員会が提出した議案につき第１項の請求をするときは、委員会の

承認を得なければならない。  

第３６条第１項中「聞き」を「聴き」に改め、同条第２項中「又は」

の次に「第１項における」を加え、「はかって」を「諮って」に改め、同

項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。  

２  委員会が提出した議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必

要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案

は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委

員会又は特別委員会に付託することができる。  

第７４条第２項中「もっとも」を「最も」に改め、同項ただし書中「は

かって」を「諮って」に改める。  

第７５条第１項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。

第７６条中「印刷して」を削り、「配布する」を「配布（会議録が電  

磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提

供を含む。）する」に改める。  

第７８条中「議員」の次に「（会議録が電磁的記録をもって作成されて

いる場合にあっては、法第１２３条第３項に規定する署名に代わる措置

をとる議員）」を加える。  

第８０条中「附け」を「付け」に改める。  

第９４条第２項中「法第１０９条の２第３項」を「法第１０９条の２



 

第４項」に改める。  

 第１１４条第２項中「えた」を「得た」に改め、同条第５項中「指名

推せん」を「指名推選」に改め、同条第６項中「指名推せん」を「指名

推選」に、「はかり」を「諮り」に改める。  

 第１２６条第１項中「もっとも」を「最も」に改め、同項ただし書中

「はかって」を「諮って」に改める。  

第１３７条及び第１４９条中「第２項」を「第３項」に改める。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  
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議  案  説  明  

  地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備を図るため、規則の一部

を改正しようとするものであります。  

 


